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函館市市民部戸籍住民課長 

 

年末年始の戸籍関係届出等に係る報道について（依頼） 

 

 

このことについて，年末年始の休業期間（令和７年１２月２７日から令和８年１

月４日まで）において臨時開庁はありませんが，戸籍関係の届出は夜間休日窓口に

て受付いたします。 

また，住民票の写しおよび印鑑登録証明書については，全国のコンビニエンスス

トアなどで取得可能ですので，報道方よろしくお願いいたします。 

 

記 
 

１ 夜間休日窓口における手続き（年中無休） 

（１）取扱可能な手続き 

ア 出生届，死亡届，婚姻届，離婚届などの戸籍関係届出 

イ 埋火葬許可証の交付 

 （２）受付場所 

   市役所本庁舎の夜間休日窓口 

 

２ コンビニエンスストアにおける手続き 

（利用時間 土日祝を含む６：３０～２３：００） 

（１）利用可能な手続き 

   住民票の写しおよび印鑑登録証明書の取得 

 （２）取得できる方 

   ア 住民票の写し  函館市の住民登録がある本人および同一世帯の方 

   イ 印鑑登録証明書 函館市に印鑑登録している方（本人のみ） 

 （３）手数料 

   ３００円 

 （４）利用できる店舗 

   全国のセブン－イレブン，ローソンなどマルチコピー機設置店舗 

  ※システム更新のため，一部期間についてはサービス停止予定です。 

 

３ 手続きに関する注意事項 

  函館市ホームページをご参照ください。 

URL：https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2024101800039/ 

 

函館市市民部戸籍住民課 

担当：中村 TEL２１－３１７６ 


